
障害区分 障害の程度
視覚 １～３級、４級の一

部（両眼の視力の和
が0.09～0.12）

聴覚 ２・３級
平衡機能 ３級
音声機能又は言語機能 ３級（こう頭が摘出

された場合に限る）
上肢 １・２級
下肢 １～６級
体幹 １～３級及び５級
乳幼児期以前の非
進行性脳病変によ
る運動機能障害

上肢機能 １・２級
移動機能 １～６級

心臓

１・３級

じん臓
呼吸器
ぼうこう又は直腸の機能
障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫障害 １～３級

肝臓 １～３級
知的障害 Ⓐ・Ａ
精神障害 １級（自立支援医療

費の受給者に限る）

該当となる心身障害者
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市
で
は
「
地
球
環
境
に
や
さ
し

い
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け
、
地
球

温
暖
化
の
原
因
で
あ
る
二
酸
化
炭

素
（
Ｃ
Ｏ
２
）
の
家
庭
か
ら
の
排

出
削
減
を
進
め
る
た
め
、
住
宅
に

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し

た
人
を
対
象
に
、
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

受
付
期
間　

５
月
25
日
㈫
〜
平
成

　

23
年
３
月
15
日
㈫
（
土
・
日
・

　

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）
午

　

前
８
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１

　

時
〜
５
時
15
分

※
期
間
中
で
も
予
算
額
に
達
し
た

時
点
で
受
付
を
終
了
し
ま
す
。
た

だ
し
、
５
月
31
日
㈪
ま
で
に
予
算

額
に
達
し
た
場
合
は
、
６
月
３
日

㈭
に
公
開
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

対
象　

次
の
条
件
の
両
方
を
満
た

　

す
こ
と

○
国
が
実
施
す
る
住
宅
用
太
陽
光

　

発
電
導
入
支
援
対
策
に
係
る
補

　

助
事
業
を
受
け
て
い
る
こ
と

○
本
年
４
月
１
日
以
降
に
市
内
の

　

住
宅
（
併
用
住
宅
も
含
む
）
に

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

　

し
た
人
又
は
同
シ
ス
テ
ム
が
設

　

置
さ
れ
た
建
売
住
宅
を
購
入
し

　

た
人

補
助
金
額　

太
陽
電
池
の
最
大
出

　

力
１
kW
当
た
り
５
万
円
（
上
限

　

17
万
５
千
円
・
千
円
未
満
の
端

　

数
は
切
り
捨
て
）

申
請
書
類
の
配
布
開
始
日

　

５
月
10
日
㈪

申
請
書
類
の
配
布
場
所

・
環
境
推
進
課
（
市
役
所
４
階
）

・
産
業
建
設
課
（
総
合
支
所
２
階
）

申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要
事
項

　

を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え

　

て
、
本
人
又
は
同
一
世
帯
の
家

　

族
が
直
接
、
環
境
推
進
課
へ
持

　

参
（
郵
送
不
可
）

※
申
請
の
際
は
、
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
等
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
法
人
・
代

理
人
に
よ
る
申
し
込
み
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
。

要件 　次の①・②のいずれかに該当する場合
①車両の所有者が該当者本人又は、該当者と生計をともに
　する人で、運転者が該当者本人又は該当者と生計をとも
　にする人の場合
②該当者のみで構成される世帯が所有する車両を、常時介
　護する人が運転する場合
《普通自動車の手続き》
　所有者・運転者ともに障害者本人の場合、直接県税事務
所で申請してください。
　それ以外の人は、５月31日㈪までに福祉課(市役所１階)
又は市民福祉課（総合支所１階）で申請してください。
　減免登録が済んでいる人は、改めて申請を行う必要はあ
りません。
　なお、６月１日㈫以降に申請した場合は、申請の翌月か
らその年度の３月分までが上限の範囲内で減免されます。
持参するもの
①納税通知書　　②自動車運転免許証
③身体障害者手帳･療育手帳･精神障害者保健福祉手帳及び
　自立支援医療費受給者証
④印鑑　　⑤自動車検査証
《軽自動車等の手続き》
　軽自動車等の減免申請については、証明書は不要です。
直接、課税課（市役所１階）で５月24日㈪までに手続きを
してください。
　なお、継続申請の人は、市民福祉課税務係（総合支所１
階）でも手続きができます。

　下表に該当する心身障害者が通院・通学や生業等のために使用する普通自動車・軽自動車等のうち、要件を満
たした場合、障害者１人につき１台に限り、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が減免になります。（上限額
４万5,000円。ただし、重課対象の車は４万9,500円。自動車取得税は上限15万円。）

★福祉課☎㉕１１２５・蕭㉓１９６３
★課税課☎㉕１１２２・蕭㉕１１９１
★市民福祉課税務係☎72１３３１(内線322）・
　蕭72１６３０
★本庄県税事務所課税担当☎㉒６１５３・
　蕭㉒２８４４

太陽光発電システムの導入太陽光発電システムの導入
　に対して補助を行います　に対して補助を行います

つけてエコ! くらしてエコ!

「自動車税・軽自動車税・自動車取得税」「自動車税・軽自動車税・自動車取得税」が減免にが減免に
なりますなります

心身障害者の心身障害者の

★環境推進課☎㉕１１７３



みなさんの情報交換の場
○行＝行事案内　○募＝会員募集

絵手紙つくし
日時　毎月第２・４土曜日
　　　午前９時30分～11時30分
場所　セルディ
費用　無料
問い合わせ
　　　セルディ☎728851

筋力トレーニング教室
日時　毎月第２・４木曜日
　　　午前10時～正午
場所　児玉中央集会所
費用　入会金500円
問い合わせ
　　　田島☎723461

本庄合気会（合気道）
日時　毎週土曜日
　　　午後７時30分～９時
場所　児玉中学校
対象　小学生から大人まで
費用　月会費3,000円
問い合わせ
　　　福田☎090-8847-9383

金曜ダンスクラブ
　　(社交ダンス)
日時　毎週金曜日
　　　午後１時30分～３時30分
場所　東台会館
対象　初心者
費用　月会費1,000円
問い合わせ　滝沢☎㉑0314

児玉太極拳愛好会
日時　毎週木曜日
　　　午前10時30分～正午
場所　セルディ
費用　月会費3,000円
問い合わせ
　　　セルディ☎728851

このコーナーへの掲載希望や掲載申し込みは、秘書広報課
(☎㉕1155)へ　※市ホームページでもご覧いただけます。

あて先
〒 367-8501　本庄市本庄 3-5-3　本庄市役所秘書広報課広報広聴係

☎㉕1155　FAX㉑8499　※締め切りは５月14日㈮必着です。13 平成22年５月１日号

　卒業式を控えた３月、児玉中学校に
グランドピアノが届きました。これ
は、井上喜代子さん（児玉町児玉）が
アルミ缶の回収から得た収益金で寄贈
したものです。
　井上さんは、15年ほど前に近所の中
林久子さんが始めたアルミ缶の回収活
動に参加し、収益金を学校への寄付
や、老人ホームの車いす、公民館の冷
暖房器具の購入などに充ててきまし
た。その後、中林さんたちが家庭の事
情などで活動をやめた後も、井上さん
は回収を続けました。そして、現在で
は約１２０人の協力者が「あおぞらグ
ループ井上」として活動しています。
　今回のピアノの寄贈に対して、３月
29日、市から井上さんに感謝状が贈ら
れました。

５月生まれのみんな５月生まれのみんな

★６月にお誕生日を迎える小学校就学前のお子さんの写真
を募集中です。（応募いただいた写真は返却できません。）
応募多数の場合は抽選させていただきます。なお、今月は
応募多数のため抽選させていただきました。

子どもたちに

ピカピカのグランドピアノを

市
いちかわ

川 遥
はるか

ちゃん(児玉町宮内)
　<平成 21年生まれ>

木
きも と

本 優
ゆう き

輝ちゃん (前原２丁目 )
<平成 21年生まれ>

塩
しおたに

谷 圭
けい た

汰ちゃん(下野堂１丁目)
<平成 21年生まれ>

清
せい の

野 巧
たく ほ

歩ちゃん (児玉町児玉 )
<平成 21年生まれ>

塩
しおばら

原 瀬
せ り な

里奈ちゃん（下野堂２丁目)
　<平成 20年生まれ>

★お誕生日おめ
でとう★これか
らも、いっぱい
食べて、いっぱ
い遊んで、元気
に育ってね！

はるちゃん、１歳
の誕生日おめで
とう !!これからも
たくさん笑って
泣いて成長して
いってね。

２歳のお誕生日
おめでとう ! い
つも笑顔のせり
ちゃんでいてね♡

１歳のお誕生日
おめでとう。巧
歩の笑顔が大好
きです。

１歳のお誕生日
おめでとう♡お
兄ちゃんとたく
さん遊んで大き
くなってね！

小
こいけ

池 恵
よし と

翔ちゃん・恵
え な

愛ちゃん
(日の出４丁目 )　<平成 21年生まれ>

お誕生日お
めでとう♡
元気いっぱ
い大きくなっ
てね♡♡
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